
 

青森県公共事業再評価審議委員会設置要綱 
 

平成１０年１０月１９日 

改正  平成１３年 ５ 月 ９ 日 

改正  平成１４年 ４ 月１７日 

改正  平成１６年 ４ 月 １ 日 

                   改正 平成２１年 ５ 月１１日 

（趣旨） 

第１  この要綱は、青森県公共事業再評価実施要綱（平成１０年１０月１９日制定。以下「実

施要綱」という。）第６の規定により設置する青森県公共事業再評価審議委員会（以下「委

員会」という。）の組織及び運営に関して必要な事項を定める。 

 

（所掌事務） 

第２  委員会の所掌事務は、次の各号に定めるとおりとする。 

（１）県が再評価を実施する全ての事業に係る評価結果及びその対応方針について報告を受

けること 

（２）前号による報告を受けた事業に関し、県の作成した対応方針に係る審議を行い、審議

結果に基づき、知事に対し意見を述べること 

 

（組織） 

第３  委員会は、委員１５人以内で組織する。 

２  前項の委員のほか、知事は、特に必要と認めるときは、臨時委員を置くことができる。 

 

（委員） 

第４  委員会の委員は次の各号に掲げる者のうちから、知事が委嘱する。 

（１）農林水産関係公共事業に関する専門的な学識を有する者 

（２）県土整備関係公共事業に関する専門的な学識を有する者 

（３）社会・経済に関する専門的な学識を有する者 

（４）環境に関する専門的な学識を有する者 

（５）その他、公共事業の再評価に関して、地域の実情を理解し、公平な立場にある有識者 

２  委員の任期は２年とする。ただし、再任を妨げない。 

３  委員に欠員を生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 

（委員長） 

第５  委員会に委員長を置く。 

２  委員長は、委員の互選によりこれを定める。 

３  委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。 

４  委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、委員のうちからあらかじめ委員長

が指名する者がその職務を代理する。 



 

（会議の運営） 

第６  委員会は、委員長が招集する。 

２  委員会の会議は、委員長が議長となる。 

３  委員会は、会議の運営方法を定めた青森県公共事業再評価審議委員会運営要領を定める。 

 

（守秘義務） 

第７  委員等は、設置要綱第２に規定する事務を処理する上で知り得た情報を他に漏らして

はならない。その職を退いた後も、同様とする。 

 

（庶務） 

第８  委員会の庶務は、企画政策部企画調整課において処理する。 

 

（事務の特例） 

第９  実施要綱第６第２項の規定により、県以外の事業実施主体が再評価を実施する事業に

ついて、第２に定める事務を行う場合、「県」は「県以外の実施主体」に、「知事」は「当

該事業の実施主体の長」に読み替える。 

 

 

附  則 

この要綱は、平成１０年１０月１９日から施行する。 

附  則 

この要綱は、平成１３年 ５ 月 ９ 日から施行する。 

附  則 

この要綱は、平成１４年 ４ 月１７日から施行する。 

附  則 

この要綱は、平成１６年 ４ 月 １ 日から施行する。 

附  則 

この要綱は、平成２１年 ５ 月１１ 日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


